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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
五
号

山
梨
県
地
下
水
資
源
の
保
護
お
よ
び
採
取
適
正
化
に
関
す
る
要
綱
に
基
づ
く
指
定
地
域
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号
の
二
）
は
、
廃
止
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

西
八
代
郡
下
部
町
常
葉
字
山
口
山
七
五
九
七
、
七
五
九
七
内
一
、
七
五
九
九
、
七
六
〇
二
の
一
、

七
六
〇
三
、
七
六
〇
三
内
一
、
七
六
〇
三
内
二
、
七
六
〇
四
の
一
、
大
字
常
葉
字
山
口
山
七
六
〇
四

の
四
、
常
葉
字
山
口
山
七
六
三
五
、
七
六
三
九
の
一
、
七
六
四
〇
の
一
、
七
六
四
七
の
二
、
七
六
四

七
内
二
、
七
六
四
八
、
上
九
一
色
村
梯
字
大
沢
九
九
五
内
一
、
九
九
五
内
二
、
字
向
山
一
〇
〇
〇
、

一
〇
〇
一
、
南
巨
摩
郡
早
川
町
笹
走
字
東
嶺
三
六
二
、
字
居
平
四
八
二
、
四
八
四
か
ら
四
八
六
ま
で

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
沢
九
九
五
内
一
・
九
九
五
内
二
・
字
向
山
一
〇
〇
〇
・
一
〇
〇
一
・
字
東
嶺
三
六
二

（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
居
平
四
八
二
、
四
八
四
・
四
八

五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

二
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
八
月
及
び
平
成
十
五
年
二
月
に
検
査
し
た
収
去
飼
料

の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
五
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

三
月
二
十
日

第
千
三
百
六
十
七
号

木　曜　日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
五
八



山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

十
九

南
巨
摩
郡

中
富
町

飯
富

前
屋
敷

一
四
一
四

二
十

同

同

同

南
栗
沢

九
九
三

南
栗
沢

二
十
一

同

同

同

前
屋
敷

一
四
一
七

二
十
二

同

同

同

同

同

二
十
三

同

同

同

同

同

二
十
四

同

同

同

同

同

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

一

南
巨
摩
郡

中
富
町

中
山

村
添

一
八
九
四

二

同

同

同

城
山

二
〇
二
二

三

同

同

同

村
添

一
八
九
〇
│
一

中
山

四

同

同

同

同

同

五

同

同

同

同

一
八
九
一

六

同

同

同

同

同

七

同

同

同

同

一
八
九
四

八

同

同

同

同

一
八
九
二

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

一

北
巨
摩
郡

須
玉
町

藤
田

御
崎

九
二
二

二

同

同

同

同

八
八
八
│
三

三

同

同

同

同

八
八
九

藤
田

四

同

同

同

同

八
九
八

五

同

同

同

同

九
一
六

六

同

同

同

同

九
一
三

七

同

同

同

同

九
一
一

八

同

同

同

家
下

一
四
一
二

九

同

同

同

同

一
四
〇
八
│
二

十

同

同

同

同

一
四
〇
八
│
一

十
一

同

同

同

同

一
四
〇
九

十
二

同

同

同

御
崎

九
一
一

十
三

同

同

同

同

九
一
四

十
四

同

同

同

同

九
一
五

十
五

同

同

同

同

九
一
七

十
六

同

同

同

同

九
二
〇

公
　
　
　
告

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
五
九

昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
百
八
十
二
号
中
の
標
柱
番
号
十
三
号
と
次
に
掲

げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
十
九
号
か
ら
標
柱
番
号
二
十
四
号
ま

で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
二
十
四
号
の
標
柱
と
同
告
示
中
の
標

柱
番
号
十
三
号
を
結
ん
だ
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
八
号
ま

で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
八
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標
柱
を

結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
十
六
号

ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
六
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標

柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域



'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
城
山
東
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地

三
　
解
散
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
七
日

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

南
ア
ル
プ
ス
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
志
　
　
村
　
　
　
　
　
洸

南
ア
ル
プ
ス
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
巨
摩
高
等
学
校
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
、

山
梨
県
立
白
根
高
等
学
校
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
白
根
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規

則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
小
笠
原
の
項
中
「（
中
巨
摩
郡
）
八
田
村
、
白
根
町
、
櫛
形
町
、
芦
安
村
、
甲
西
町
、

若
草
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
盲
学
校
・
ろ
う
学
校
・
養
護
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
立
盲
学
校
・
ろ
う
学
校
・
養
護
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
わ
か
ば
養
護
学
校
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
白
根
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め

る
。

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
山
梨
県
峡
中
教
育
事
務
所
の
項
中
「
及
び
甲
府
市
」
を
「
、
甲
府
市
及
び

南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
甲
府
養
護
学
校
の
項
中
「
並
び
に
韮
崎
市
」
を
「
、
韮
崎
市
並
び
に
南
ア
ル
プ
ス

市
」
に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
わ
か
ば
養
護
学
校
（
小
学
部
・
中
学
部
）
の
項
及
び
同
（
高
等
部
）

の
項
中
「
及
び
韮
崎
市
」
を
「
、
韮
崎
市
及
び
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
教
育

委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
志
　
　
村
　
　
　
　
　
洸

「

「

中
巨
摩
郡
（
竜
王
町
・
敷
島
町
・
玉
穂
町
・
昭
和

中
　
巨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
巨

表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
・
田
富
町
・
八
田
村
・
芦
安
村
・
白
　
を

摩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摩

根
町
・
若
草
町
・
櫛
形
町
・
甲
西
町
）

」

中
巨
摩
（
竜
王
町
・
敷
島
町
・
玉
穂
町
・
昭

南
ア
ル
プ
　
　
　
　
和
町
・
田
富
町
）

に
改
め
る
。

ス

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
〇



人
事
委
員
会

'

第
六
十
回
（
平
成
十
五
年
度
）
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施

第
六
十
回
（
平
成
十
五
年
度
）
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
坂
　
　
本
　
　
　
　
　
宏

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
七



公
安
委
員
会

'
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
九
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

三
〇
〇
〇
五
七

毒
島
秀
行

機

ー
ザ
キ
ン

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

グ
Ｄ
Ｘ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
八
三

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
ア

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ラ
ビ
ア
ン

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

ナ
イ
ツ
Ｆ

第
二
）

Ｘ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
五
六

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
ア

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ラ
ビ
ア
ン

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

ナ
イ
ツ
Ｊ

第
二
）

Ｘ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
〇
九
八
六

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
ア

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ラ
ビ
ア
ン

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

ナ
イ
ツ
Ｍ

第
二
）

Ｘ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

二
〇
一
〇
二
一

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
ア

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ラ
ビ
ア
ン

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

ナ
イ
ツ
Ｒ

第
二
）

Ｘ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
パ
ワ

株
式
会
社

三
〇
〇
〇
二
六

取
締
役
　
別
所
直
鋼

機

フ
ル
球
ち

メ
ー
シ
ー

沖
縄
県
宜
野
湾
市
真
志
喜
二
丁
目

規
則
第
六
条
第

ゃ
ん
Ｌ

販
売

一
三
番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ピ
ー
エ
ス
　
代

回
胴
式
遊
技
機

ウ
ル
ト
ラ

株
式
会
社

二
四
〇
九
六
七

表
取
締
役
　
綾
部
征
四
郎

規
則
第
六
条
第

２
０
０
×

ジ
ェ
イ
ピ

大
阪
府
大
阪
市
西
淀
川
区
姫
島
六

二
号
（
別
表
第

２

ー
エ
ス

丁
目
九
番
五
号

五
）

株
式
会
社
大
都
技
研
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ア
ク
ア
マ

株
式
会
社

三
四
〇
〇
〇
六

役
　
木
原
海
俊

規
則
第
六
条
第

リ
ン

大
都
技
研

東
京
都
H
飾
区
小
菅
二
丁
目
八
番

二
号
（
別
表
第

九
号

五
）

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
キ
ン

マ
ル
ホ
ン

三
〇
〇
〇
四
五

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

肉
マ
ン
Ｍ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
八



第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
果
物

タ
イ
ヨ
ー

二
〇
一
〇
一
八

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

物
語
Ｌ

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
果
物

タ
イ
ヨ
ー

三
〇
〇
〇
四
〇

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

物
語
Ｒ

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
果
物

タ
イ
ヨ
ー

三
〇
〇
〇
五
四

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

物
語
Ｍ

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ブ
ル
ー
フ

株
式
会
社

二
四
〇
九
九
八

取
締
役
　
望
月
光
三

規
則
第
六
条
第

ァ
ン
グ

エ
イ
ペ
ッ

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
六
番

二
号
（
別
表
第

ク
ス

五
号

五
）

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ダ
イ
ダ
イ

株
式
会
社

二
四
〇
八
八
三

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

│
３
０

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
本
庄
東
一
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
一
〇
号

五
）

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ミ
ナ
ミ
ノ

株
式
会
社

三
四
〇
〇
二
〇

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

テ
イ
オ
ウ

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
本
庄
東
一
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
一
〇
号

五
）

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
天
才

株
式
会
社

三
〇
〇
〇
〇
三

役
　
市
原
高
明

機

バ
カ
ボ
ン

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

２
Ｗ
Ｅ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
天
才

株
式
会
社

三
〇
〇
〇
二
四

役
　
市
原
高
明

機

バ
カ
ボ
ン

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

２
Ｘ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
六
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

一
七
〇


